
 

大分市における大規模な災害時の応援に関する協定書 

 

  国土交通省九州地方整備局長（以下「局長」という。）と大分市長（以下「市長」という。）

は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第７７条に関して、国土交通省所管施設（直

轄施設を除く。以下「所管施設」という。）に大規模な災害（暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、

地震、津波、噴火等による社会的な影響が大きい重大な自然災害をいう。以下同じ。）が発生

し、又は発生するおそれがある場合の応援に関する内容等を定め、もって被害の拡大を防ぎ、

及び二次災害を防止することを目的として、次の条項により協定を締結する。 

 

 （応援内容） 

第１条 応援内容は、次の事項の実施に係る資機材及び職員の応援に関するものとする。 

 （１）所管施設の被害状況の把握 

 （２）情報連絡網の構築 

 （３）現地情報連絡員（リエゾン）の派遣 

（４）災害応急措置 

 （５）その他必要と認められる事項 

 

  （被災状況の連絡及び現地情報連絡員の派遣） 

第２条 大分市内の所管施設に大規模な災害が発生し、又は発生のおそれがある場合には、 

九州地方整備局と大分市は相互に連絡するものとする。なお、市長の応援要請があった場合

又は局長が必要と判断した場合は、局長は、現地情報連絡員を大分市に派遣し情報交換を行

うものとする。この場合において、市長は、現地情報連絡員の活動場所を災害対策本部等に

確保するものとする。 

 

  （応援の実施） 

第３条 局長は、市長からの応援要請に対して、必要性について判断の上、応援を行うもの 

とする。 

 

  （応援要請の手続） 

第４条 市長は、大分市内の所管施設に大規模な災害が発生、又は発生のおそれがある場合に 

おいて、九州地方整備局の応援を必要とするときは、九州地方整備局大分河川国道事務所長

に電話等により応援要請を伝え、応援内容を相互に確認した上で、別紙－１の文書にて応援

要請を提出するものとする。 

２  局長（局長からの指示を受けた九州地方整備局の職員を含む。）は、前項の応援要請を受 

け、応援を行うときは、市長（市長からの指示を受けた大分市の職員を含む。）に電話等に

より応援する旨を伝え、速やかに別紙－２の文書により応援内容を通知する。 

 

  （応援要請の手続ができない場合の応援） 

第５条 大分市内の所管施設に大規模な災害が発生し、被災による相互の連絡不能などにより 

応援要請の手続が速やかにできない場合において、特に緊急を要し、かつ応援要請に時間を

要する場合は、局長が独自の判断により応援できるものとする。この場合において、局長は、

あらかじめ別紙－３の文書により応援内容を市長に通知するものとする。ただし、連絡網が

寸断されている等、連絡を取ることが困難である場合は、事前に連絡することを要しない。 

 



 

  （経費の負担） 

第６条 第１条に規定する応援を行った場合の経費の負担については次のとおりとする。 

 （１）災害初動時に第１条（１）、（２）及び（３）の応援を行う場合 

       九州地方整備局の負担とする。なお、災害初動時とは、原則として九州地方整備   

局が災害等支援本部を設置している期間とする。 

  （２）第１条（４）及び（５）の応援を行う場合 

     原則として大分市の負担とするが、第１条（４）の応援を行う場合で、次の①～④ 

の全てに該当する場合は、原則として九州地方整備局の負担とする。 

① 大規模な災害と認められる場合 

② 国土交通本省が非常災害対策本部若しくは緊急災害対策本部を設置し、又は非常

体制を発令している場合 

③ 被害拡大又は二次災害の防止のための必要最低限の緊急対応である場合（施設     

復旧を含まない。） 

④ 広域災害等であって、本来緊急対応を実施すべき者が明確でない場合、又は関係     

者間で連絡不能や連絡に時間を要する場合で、応急措置又は災害復旧事業の主体、

分担等が決定されるまでの間である場合 

 

  （平常時の連絡） 

第７条 九州地方整備局企画部防災課と大分市防災危機管理課は、平常時から防災に関する情

報や資料の交換を行い、応援の円滑な実施を図るものとする。 

 

  （その他） 

第８条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じた事項については、局長と市長とが協議

して定めるものとする。 

２ この協定に関する実務責任者は、九州地方整備局においては企画部防災課長、大分市にお

いては防災危機管理課長とする。 

 

  （運用） 

第９条 この協定書は、平成２３年７月１９日から適用する。 

 

 

    平成２３年７月１９日 

 

           福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番７号 

              国土交通省九州地方整備局長 

                        中  嶋   章  雅 

 

 

 

           大分県大分市荷揚町２－３１ 

              大 分 市 長 

                        釘   宮     磐 

 



 

別紙－１ 

                                                        文 書 番 号             

                                                        平成  年  月  日 

 

 

国土交通省九州地方整備局長 殿 

 

 

                                                       大 分 市 長 

 

 

 

 

大規模な災害時の応援について（要請） 

 

「大分市における大規模な災害時の応援に関する協定書」第４条に基づき、下記のとお

り応援を要請します。 

 

１ 期間 

 

 

２ 場所 

 

 

３ 応援内容 

 

 

４ その他 

 



 

別紙－２ 

                                                        文 書 番 号             

                                                        平成  年  月  日 

 

 

大 分 市 長  殿 

 

 

                                           国土交通省九州地方整備局長 

 

 

 

 

大規模な災害時の応援について（通知） 

 

○年○月○日付け○○第○号で要請のあったことについては、「大分市における大規模

な災害時の応援に関する協定書」第４条に基づき、下記のとおり応援する旨通知します。 

 

１ 期間 

 

 

２ 場所 

 

 

３ 応援内容 

 

 

４ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙－３ 

                                                        文 書 番 号             

                                                        平成  年  月  日 

 

 

大 分 市 長  殿 

 

 

                                           国土交通省九州地方整備局長 

 

 

 

 

大規模な災害時の応援について（通知） 

 

「大分市における大規模な災害時の応援に関する協定書」第５条に基づき、下記のとお

り応援する旨通知します。 

 

１ 期間 

 

 

２ 場所 

 

 

３ 応援内容 

 

 

４ その他 

 


